社会福祉法人○○会公印規則（例）

（平成　　年　　月　　日規則第　　号）

（目的）

第１条　この規則は、社会福祉法人○○会の公印について必要な事項を定めるものとする。

（公印の種類）

第２条　公印は、次のとおりとする。

（１）社会福祉法人○○会理事長印
（３）社会福祉法人○○会○○園長印

（２）社会福祉法人○○会印
（４）小切手印

（ひな形及び寸法）

第３条　公印のひな形及び寸法は、次のとおりとする。
	名　　　称
	ひ　な　形
	寸法（ミリメートル）

	
	
	方

方

	
	
	方

方


（公印の管理）

第４条　公印は、施設の長が管理する。

２　公印は、常に堅固な容器に収め、施錠して一定の場所において管理しなければならない。

３　公印は、特に理事長の承諾を受けた場合のほか、管理する場所以外の持出してならない。

（公印の使用）

第５条　公印は○○会の文書以外に使用してはならない。

２　公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に決裁伺書を添えて、これを文書取扱主任に提示し、その審査を受けなければならない。

付則　　この規則は、平成　　年　　月　　日から施行する。
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